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           給 食 業 務 特 記 仕 様 書  
 

 嵐山郷(以下「甲」という。)が受託者（以下「乙」という。）に委託する給食業務にあ

たっては、業務委託共通仕様書に基づくほかこの特記仕様書の定めるところにより行うも

のとする。 

 

１ 業務実施場所 

   埼玉県比企郡嵐山町大字古里１８４８   埼玉県社会福祉事業団 嵐山郷 

 

２ 目的 

 （１）利用者の健康状況や摂食嚥下機能に応じた食事に配慮し（詳細は資料①～⑥）、

家庭的な温かみがあり、季節感あふれる「安全で美味しい食事」を提供すること。 

（２）職員及び施設関係者に対して、安全で美味しくバランスのとれた昼食の提供を

すること。（詳細は資料⑪、資料⑫、資料⑬） 

３ 基本方針 

（１）  乙は、委託施設の給食の目的を十分認識し、甲の指導監督に従い、利用者の

健康状況や摂食機能等に配慮した食事の調理・調整を行うものとする。 

（２） 入院時食事療養の基準等、「食品衛生法」（HACCPに沿った衛生管理）及び「大

量調理施設衛生管理マニュアル」に基づき食品衛生管理を順守し、施設側の運

営方針に沿って、その職務を忠実に履行するものとする。 

（３）  乙は、甲の指定した方法により、適時適温給食を実施し、希望献立や各季節

の行事食等を提供すること。 

（４）  利用者の嗜好に配慮し喫食率向上のために、甲が設置する給食委員会及び給

食担当者会議、研修会等に参画し、業務の質的向上や改善に努めること。 

（５）  省資源、省エネルギーに努めること。また、災害防止に努めること。  

 

４ 業務内容 

   給食業務は、一般食及び治療食・特別食を含め対象別に、次のとおりとする。 

（１）利用者 

ア 業務対象 

（ア）施設給食  児童棟１ケ寮の利用者（定員２５人）及び成人棟１４ケ寮棟

利用者（定員３２９人）及び短期入所者（定員３０人）に対

する給食業務。 

    （イ）病院給食  療養介護棟の利用者（定員６０人）及び短期入所者（定員５

人）に対する給食業務。 

    （ウ）その他   上記（ア）から（イ）の給食業務に付随する業務。（短期入

所、療育相談等含む） 

     

イ 業務内容       「別表 １」のとおり 

    ウ 業務区分       「別表 ２」のとおり 
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エ 日常保守点検     「別表 ３」のとおり 

オ 配膳方法及び給食時間 「別表 ４」のとおり 

カ 給食の異物混入・不適合報告の流れ 「別表 ５」のとおり 

キ 食中毒発生時対応体制 「別表 ６」のとおり 

（２） 職員及び施設関係者 

ア 業務対象 

      ゲストハウス給食  厚生センターゲストハウスにおける、職員及び施設関

係者に対する給食業務。 

 昼食のみとし、年末・年始12/29～1/3は休みとする。 

    イ 業務内容       「別表 １」のとおり 

    ウ 業務区分       「別表 ２」のとおり 

エ 日常保守点検     「別表 ３」のとおり 

オ 配膳方法及び給食時間 「別表 ４」のとおり 

カ 給食の異物混入・不適合報告の流れ 「別表 ５」のとおり 

キ 食中毒発生時対応体制 「別表 ６」のとおり 

 

 ５ 受託者の責務 

（１）遵守事項 

    乙は、業務の実施にあたり、甲の指導監督に従い、その責務を果たすともに、 

関係法令に基づき次の項目を遵守しなければならない。 

    ア 甲が行う指示に誠意をもって履行すること。 

    イ 常に業務を円滑に実施するために研究努力すること。 

    ウ 特に衛生管理に努めること。 

  （２）業務責任者の配置 

ア 乙は、業務全般の指導監督を行う給食受託責任者、及び給食受託副責任者を

業務従事者の中から各１名定め、甲に通知しなければならない。 

イ 乙は指導及び助言を行う者（指導助言者）１名を定め、甲に通知しなければ

ならない。 

    ウ 乙は施設給食担当責任者、病院給食担当責任者を業務従事者の中から各１名

を定め、甲に通知しなければならない。 

   （３）業務責任者の資格 

   ア 給食受託責任者の資格 

          病院給食業務（１００床以上）又は福祉施設給食業務（1回１００食以上）の

業務経験が通算６年以上あり、給食受託責任者の資格を有する栄養士又は調

理師で正規社員とする。給食受託責任者の資格とは、次の知識を有するもの

とし、それを証明できるものを提示すること。 

① 病院及び福祉施設の社会的役割、病院の組織、医療従事者の資格と業務 

② 病院及び福祉施設の栄養部門の現状と病院内のその他の組織との連携 

③ 疾病の診療と患者等の食事の提供の役割及び治療食の必要性 

④ 栄養指導の重要性 

⑤ 病院及び福祉施設における患者、利用者に対するサービスの意義と食事の
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提供サービスの課題 

⑥ 栄養管理と食事の提供の評価 

⑦ 食品衛生と労働安全衛生 

⑧ ＨＡＣＣＰに関する専門知識 

    イ 給食受託副責任者の資格 

      病院給食業務（１００床以上で３年以上の業務経験）又は福祉施設業務（１

回１００食以上で３年以上の業務経験）を有する栄養士又は調理師で正規社

員とする。 

    ウ 施設給食責任者（調理師）の資格 

      病院給食業務又は福祉施設給食業務で３年以上の調理業務経験を有する正規

社員とする。 

    エ 病院給食責任者（管理栄養士・栄養士）の資格 

      病院給食業務又は福祉施設給食業務で３年以上の栄養管理業務経験を有する

正規社員とする。 

 

（４）指導助言者の資格 

   下記の何れかの資格を有する者とする。 

・ 病院の管理者の経験を有する医師。 

・ 病院の給食部門の責任者の経験を有する医師。 

・ 臨床栄養に関する学識経験を有する医師。 

・ 病院における患者、妊婦、産婦又は褥婦の食事の提供の業務に５年以上の 

経験を有する管理栄養士 

（５） 業務責任者の職務 

    ア 給食受託責任者の職務 

① 給食受託責任者は、業務を円滑に行うために、業務従事者の人事・労務管理・

健康管理を行い、従事者の指揮監督を行う。 

② 業務に従事するにあたり、毎月２５日までに翌月の勤務予定表を甲に提出

すること。勤務予定表に基づき業務が履行されたことを確認し、勤務実績

表を作成し、甲に提出すること。 

③ 上記の勤務予定表に基づき就業する業務従事者について、勤務ができない

事態が生じた場合、または、生じるおそれが予測される場合は、速やかに

甲に連絡するとともに、業務に支障がないように、業務従事者を補充し勤

務変更を新たに提出すること。 

④ 本社・営業所の衛生管理を指導する者は、月１回以上（夏は２回）の巡回

を行い、衛生管理指導を実施してその結果を「別紙４衛生巡回指導表（結

果報告書）」にて報告すること。 

⑤ 業務従事者の健康管理について絶えず注意を払うとともに、健康診断を定

期的に最低毎年１回実施し、その結果を甲に報告すること。 

⑥ 業務従事者の検便（０－１５７を含む）を定期的に毎月１回以上、５～１

０月の半年間は月２回、さらに、１０月～３月はノロウイルスを含む検便

を実施し、その結果を速やかに甲に報告すること。 
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⑦ 業務従事者本人又は家族等が次の病気に感染した場合（疑いのある場合も

含む）は、業務従事者本人が保菌していないことが判明するまで就業させ

てはならない。なお、事態が発生した場合、乙は直ちに甲に報告し、甲の

指示を受けること。 

就業制限が適応される感染症 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」において規

定する一類感染症・二類感染症・三類感染症及び伝染性皮膚疾患・細菌検

査（検便）による細菌・ノロウイルス保菌者・その他国内、県内の感染状

況に鑑み甲が指定した感染症。  

 

⑧ 「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」「大量調理施設衛生管理マニュア

ル」に沿って業務を行うことを基本とし、万が一、事故が発生した場合は

「別表１衛生管理６」により連絡・報告をし、甲の指示に従うこと。 

⑨ 施設設備の衛生・安全管理について責任を持ち、必要に応じて甲の監督者

と協議を行い、事故発生予防に努めること。 

⑩ 給食業務管理に必要となる帳票を、業務を行う場所に備え、常に開示出来

るよう整えておくこと。 

⑪ 最善の方法で業務運営を行うよう、業務の見直しをすること。また、業務従

事者個人の能力に応じた育成を行うこと。 

⑫ 円滑な業務運営を図るため、甲の監督者と随時協議を行い、連携を保つよ

うに努めること。 

⑬ 必要に応じて給食委員会、給食担当者会議に参加すること。 

イ 指導助言者の業務 

①  日常的に指導及び助言を行える体制を整えておくこと。 

②  食事の内容及び給食の提供について甲から必要な改善措置を求めた 

場合に対応をすること。 

ウ 施設給食担当責任者、病院給食担当責任者は作業・衛生・設備において責任 

を持って管理にあたるものとする。 

（６）従事者の人員配置等     

   乙は委託業務を履行するために知識、技能を有する従事者を含めた必要かつ十分

な人員（別紙３ 参考）を配置し、毎月「給食業務従事者名簿」を提出する。従

事者に異動があった場合は、「給食業務従事者就業（廃業）届」を甲に提出する。

（別紙１、別紙２）なお、職種別の人員配置等は以下の通りとする。 

    ア 従事者は食中毒の予防等受託業務の衛生水準を確保するために必要な知識 

及び技能（医療法施行規則第十条第三号、第四号）を持つ常勤の調理師、 

栄養士であることが望ましい。 

イ  全従事者のうち、正規社員の割合は４０％以上とする。非正規職員を含む常

勤的社員（法定労働時間 週４０時間）の割合は７５％以上とする。 

ウ 栄養士は全従事者の３０％以上、調理師は４０％以上とする。 

エ ウの規定により配置される以外の者を従事させる場合は、甲の承認を得た場

合を除き、軽易作業（食器の洗浄、配膳及び下膳等）に従事させること。当 
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該業務従事者の割合は全従事者の３０％以下とする。（調理補助） 

   オ 乙は、ウに規定する従事者を配置する時は名簿（住所、氏名、生年月日及び 

経歴などを記載したもの）に写真と健康診断書（細菌検査を含む）及び資格を

証する書類の写しを添付して、甲に提出しなければならない。また、異動があ

った場合も同様とする。 

   カ 従事者は、心身ともに健康で、施設又は、病院給食及び保健衛生についての 

知識並びに技術を兼ね備えた者であること。 

   キ 配置する従事者は、頻繁に替えることのないようにすること。 

やむなく交替するときは、最低１ヶ月前までに申し出て甲の承認を得ると 

ともに、業務の低下を招かないよう配慮すること。 

ク 新規受託した場合は業務を円滑に引き継ぐため最低１ヶ月の現場研修を設け

る。研修受講人数については協議の上決定する。 

ケ 人員の配置について甲が不適当と認め、指導を行った場合、乙は契約の途中で

あっても当該指導日から１ヶ月以内に是正すること。 

 

（７）標準作業書の整備 

乙は、甲と協議の上、委託業務を履行するために必要な標準作業書等を作成し、

甲に提出するとともに、受託業務履行場所に備え置くこと。 

ア 勤務体制別タイムスケジュール    

イ 調理作業マニュアル 

ウ 衛生管理（食材料別）マニュアル 

エ 清掃マニュアル 

オ 機器等の取り扱いマニュアル 

カ 従事者衛生管理マニュアル 

キ 食器洗浄・消毒マニュアル 

ク 食数管理業務マニュアル 

ケ 在庫管理マニュアル 

コ その他（甲の指示事項と対応結果を記載した書類、機器等修理に関する書類 

など） 

（８）業務従事者の教育訓練 

ア 乙は施設利用者の食事の特性を考慮し、摂食機能に応じた食事形態について、

理解し常に向上心を持ち、職務にあたり、指導、訓練、研究に努めること。 

イ 乙は、従事者に対し定期的に衛生面、安全面及び技術面の教育または訓練 

を行うものとし、その実施に当たっては、事前に計画書を、事後に報告書 

を甲に提出するとともに、その成果についても報告すること。 

（９）業務従事者の服装及び規律 

    ア 業務委託共通仕様書第６項に定めるほか、以下の項目を順守すること。 

イ 就業中は、厨房内に関係者以外のものを入れないとともに、作業に関係な 

いもの、または不要なものを持ち込まないこと。 

ウ 作業にあたっては、常に頭髪、手指及び爪などの清潔保持に努め、作業の前

後には、必ず手指の洗浄及び消毒を実施すること。 



 6 

エ 作業中におけるトイレの使用は、専用トイレを使用し、その際には作業衣を

脱ぐこと。また、履物については厨房内外の区別を明確にすること。 

オ マスクは常時着用、衛生手袋を必要とする作業の場合は必ず着用すること。 

カ 身体及び身の回りは、常に清潔を心がけ、他人に不快感を与えたり、不衛生

であったりしてはならない。 

キ 甲の業務遂行に支障を与えるような行為をしてはならない。当該行為があっ

た場合には、甲は乙に対し従事者の交代を求めることができる。 

ク 従事者は、契約書及び仕様書に基づき業務を行うとともに、火気の取り締ま

り及び安全衛生にも十分に注意をしなければならない。 

また、施設及びその付近に地震・火災その他事変が発生した場合は、関係者

への連絡等臨機の措置をとること。 

また、甲が計画した防災訓練等に参加すること。 

（10）労働安全衛生 

ア 健康管理計画の作成 

   イ 労働安全衛生規則第４３条、４４条に基づく定期健康診断の実施 

（11）使用する施設等 

     乙が、契約書４条により使用できる甲の施設及び設備品は、次のとおりとする。 

ア 給食センター棟、厚生センター棟厨房、食堂  資料⑩、資料⑭、資料⑮ 

イ 配膳車     電動５台他 

ウ 厨房設備器具等 一式（給食センター内に設置、配置されている一切の業務 

用機器、用具、用品をいう。） 資料⑨ 

エ 小荷物専用昇降機  各寮棟給食専用機 

（12）設備機器の管理 

ア 甲が設置する機器は適正に使用し、給油、清掃などに留意、維持管理に努め

るものとする。 

イ 甲が設置する機器に損傷、または故障が生じた場合は、速やかに監督員に報

告しなければならない。 

ウ 機器の損傷または故障が、従事者の故意又は重大な過失による場合は、甲の

指示に従いすみやかに修復することとし、経費は乙の負担とする。 

エ 測定機器は乙が管理すること。また、温度計は重要な計測機器なので、月に 

１度、精度確認（校正）を行い、記録すること。 

（13）帳票類の持ち出し禁止 

乙は、給食業務に係る帳票類を甲の許可なく、持ち出してならない。 

（14）危機管理 

ア 非常・災害時対応 

      非常・災害時に備え、甲の危機管理計画を踏まえて危機管理計画を作成し、

甲に提出する。なお、事故・災害等が発生した場合は、作成した危機管理計

画に基づき迅速に対応する。 

イ 防災訓練の参加 

乙は、甲が実施する防災訓練に参加する。 

ウ ヒヤリ・ハット報告書及び事故報告書の提出 



 7 

委託業務に際し生じたヒヤリハット、及び事故については、速やかに甲に報告 

し対処するとともに、報告書を作成し報告する。 

衛生管理の不徹底や異物混入等による事故やヒヤリハットが発生した場合、そ

の対策を早急に実施し改善に努めること。 

（15）業務従事者の食事について 

  「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平成９年３月２４日付け衛食第85号（最終

改正：平成２８年１０月６日付け生食発1006第１号）「Ⅱ 重要管理事項（４）

調理従事者の衛生管理⑪」に基づき、当施設（職員食堂含む。）で調理された食

品を喫食してはならない。（味見、検食は除く。）従事者個人または乙が食事を

用意するものとする。 

６ 費用負担 

   委託契約書第１７条に定める事項のほかは「別表７」のとおりとする。 

 

７ 損害賠償 

委託契約書第９条に定めるほか、以下のとおりとする。 

乙の責任で、法定伝染病又は食中毒等が発生した場合及び契約書ならびに仕様書に 

定める義務を履行しないため、甲に損害を与えた場合、乙は損害賠償を行うこと。 

 

８ 業務の代行 

乙は、災害、労働争議、業務停止等の事情によりその業務の全部又は一部の遂行が 

困難となった場合の保証のため、あらかじめ業務の代行者を指定し、委託者に報告 

しなければならない。 

 

 ９ 業務の引継ぎ 

   乙は契約期間の満了又は契約の解除等により新たに配置される受託者と交替する場

合、全ての業務引継ぎを甲が定める。 

 

10 その他 

乙の従事者は、毎日の就業を終え、職場を離れる時は、厨房、倉庫などの点検を行

い火気その他に異状のないことを確認の上、出入り口を施錠し、所定の場所に鍵を

保管、返却の上退所すること。                    

   ア 受託者は、作業に必要な各種帳票類の保存、管理を適切に行い、また関係官公

庁が行う調査等に協力するとともに、委託者又は関係官公庁から指示指導を受け

た事項については、速やかに改善すること。 

   イ この仕様書に記載されていない事項については、甲・乙双方が誠意を持って協

議し決定すること。 


